
　　高齢者活躍人材育成事業は、シルバー人材センターが人手不足分野や現役世代を支える分野

　　でのシニアの就業する機会を円滑に提供するため、就業に必要な能力を身につける技能講習等

　　を実施するものです。

シルバー人材センターでの就業を希望
する元気なシニアの方
並びにシルバー人材センター会員の方

群馬県緑化センター
（邑楽郡邑楽町中野３９２４－１）

(1) 申込方法 電話、郵送、ファックスで、『希望講習名（会場名）、氏名（ふり
がな）、生年月日、性別、住所、電話番号、シルバー人材セン
ター入会の有無、未入会者は入会希望の旨』をお近くのシル
バー人材センター、または当財団へ連絡し、お申込みください。

(2) 申込期限 平成２９年８月３１日（木）

お問い合わせ・お申込み

受講申込み

　　～刈 払 機 講 習～
※　上記②の刈払機講習では既に刈払機取扱作業者安全
　　 衛生教育を修了している方については剪定・整枝講習
　　 のみの受講となります。

会　　　場

定　　　員 ２０名

受　講　料 無　料

日　　　程
①平成２９年９月１４日（木）、１５日（金）
　　～剪定・整枝講習～
②平成２９年９月２５日（月）、２６日（火）

平成２９年度
高齢者活躍人材育成事業

内　　　容
家庭・事業所・公園等における樹木及び緑地の
手入れ管理に必要な剪定整枝や刈払機取り扱
いの基礎的知識・技能を習得します。

対　　　象

就業を希望する６０歳以上の貴方に！！  
 

緑地・造園支援講習  
～ ①剪定・整枝②刈払機取扱い ～ 

( 邑 楽 会 場 ） 

(公財）群馬県長寿社会づくり財団      育成事業担当 
           〒371-8517 前橋市新前橋町13-12      

 TEL：０２７－２５５－６４００   FAX：０２７－２５５－６１６６ 

厚生労働省（群馬労働局）委託事業 



講　習　内　容 会場

9:30 ～ 10:00 開講式、オリエンテーション

10:00 ～ 12:00
安全教育・庭管理（除草剤・消毒等）
の基礎知識と芝生管理

13:00 ～ 16:00 剪定用具の使い方と管理及び実践（実習） 緑化センター内

9:00 ～ 12:00 剪定整枝の実践（実習） 緑化センター内

13:00 ～ 16:00 剪定整枝の実践（実習） 緑化センター内

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 15:00

15:00 ～ 16:00
刈払機取扱作業従事者安全教育
（刈払機の作業等）

刈払機取扱作業従事者安全教育
（刈払機の実技等～実習）

緑化センター内

閉講式 講義室

　＊このカリキュラムは都合により変更する場合があります。

◎受講の流れ

　案内図：群馬県緑化センター（邑楽郡邑楽町中野３９２４－１）

　　※お気をつけてお出かけください。

３日目
９月２５日
（月）

日　　程 時　間

１日目
９月１４日
（木）

講義室

２日目
９月１５日
（金）

講義室

刈払機取扱作業従事者安全教育
（刈払機に関する知識・作業に関する知識・点
検及び整備に関する知識・振動障害及びそ
の予防に関する知識・法令関係）

４日目
９月２６日
（火） 9:00 ～ 12:00

・シルバー人材センター会員 

・６０歳以上でシルバー人材                 

 センター入会希望の方 

技能講習受講 
シルバー人材センター    

入会手続き・お仕事相談 

 

群馬県緑化センター 

  


